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二国間協定の特例措置に関する対応スケジュール（案）

提案のあった国の医学部の仕組み等について、調査訓令で調査

要望の詳細を把握し、他の制度
で対応できないこと等を確認

他の制度で対応できないこと等を確認できた国から、順次、受入人数枠及び受入医療機関の
拡大のための交渉を開始（国家試験の日程を踏まえ、５月までの交渉成立を目指す）

「外国人一般に対して診療を
行うことを認める」旨の連絡

医師分
科会
（試験
方針の
決定）
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要望の詳細を把握し、他の制度
で対応できないこと等を確認

他の制度で対応できないこと等を確認できた国から、順次、協定締結の交渉等を開始。必要に応じ
て、その国の医学部の情報を把握（国家試験の日程を踏まえ、５月までの交渉成立を目指すが、新
規締結のため、既に二国間協定を締結している国よりも遅くなることも考えられる）

早い国
とは交
渉成立
を目指
す

試験問題の作成

受験資格認定の書類提出（６
月末〆）→認定（８月末）

出願手
続

（９月末
〆）

試
験
実
施

診
療
開
始

※交渉の完了時期は相手国の反応による

※試験実施までに、東京圏において、受け入れる外国医師を確保し、所定の期限までに、当該医師において受験資格認定の書類提出等を行う必要
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